
町営バス時刻表・運行路の一部を見直します
　町営バス利便性向上などのため、10月１日（水）から時刻表・運行路を見直します。また、旭町
地区に停留所を新設します。
　変更後の時刻表・運行路については町ホームページに掲載するほか、町営バス車内、役場総合窓
口及び保健福祉センターにおいて配布します。
　　　　　　　　　　【土橋地区】　　　　　　　　　　　　　　　　【旭町地区】　　　　　　　
　 　 

　　【時刻表の見直し】
（　現　行　） （　変　更　後　）

朝のおでかけタイム
⑬いずみ（ゆ・ら・ら前）　  　 9：53
　　　　　　　　　　　　　 ↓　（5分）
①保健福祉センター　　　　 9：58
　　　　　　　　　　　　　 ↓　（5分）
○21ライズ（ヤマザワ中山店）10：03

朝のおでかけタイム
⑬いずみ（ゆ・ら・ら前） 　　 9：53
　　　　　　　　　　　　　 ↓   （8分）
①保健福祉センター　　　　10：01
　　　　　　　　　　　　 　↓   （7分）
○21ライズ（ヤマザワ中山店）10：08

※ 以降、昼のおでかけタイムについては、各停留
所において５分ずつ繰り下げます。
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※本文中の「Ｇ」は「グループ」を省略したものです。

今 月 の 納 税 等

●国民健康保険税　　　　３期
●介護保険料　　　　　　３期
●後期高齢者医療保険料　３期

納期限 ９月30日（火）

　
現
在
、
人
工
芝
張
り
替
え
中
の
町
民
テ
ニ

ス
コ
ー
ト
は
９
月
19
日
（
金
）
に
工
事
が
完

了
し
、
新
し
い
人
工
芝
の
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
に

生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。

　

こ
れ
を
記
念
し
て
『
初
心
者
テ
ニ
ス
教

室
』
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
こ
れ
ま
で
テ
ニ

ス
コ
ー
ト
に
来
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
方
も

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
時　
９
月
23
日
（
火
・
秋
分
の
日
）

午
前
９
時
～
正
午

●
対
象　
年
齢
問
わ
ず
ど
な
た
で
も

●
申
込
み
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
ス
ポ
ー
ツ

シ
ュ
ー
ズ
、
運
動
の
で
き
る
服
装
で
お

越
し
く
だ
さ
い
。

『臨時福祉給付金』・『子育て世帯
臨時特例給付金』申請の受付期
限が近づいています！
　該当すると思われる方はお早めに申請くだ
さい。
　申請受付期間は10月１日（水）までです。
※お問い合わせ先
健康福祉課福祉Ｇ　☎６６２-２６７３
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催
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　　　　　使用済み小型家電を回収します
●回収日時　10月４日（土）午前８時～11時
●回収場所　役場１０３会議室
● 回収品目　・ノートパソコン　・デスクトップパソコン（ブラウン管モニターは対象外）　・パソ

コン周辺機器（マウス、キーボード、ハードディスク）　・ワープロ　・デジタルカメラ（フィル
ムカメラは対象外）　・デジタルビデオカメラ　・携帯電話　・ＰＨＳ　・スマートフォン　・タ
ブレット　・ゲーム機全般　・ゲームソフト（カセット式のみ）　・ＤＶＤレコーダー／プレーヤー　

　・ＡＣアダプター　・プラグジャック　・ケーブル類　・充電器
　≪注意≫

▼個人情報が含まれるものは個人でデータを消去のうえご持参ください。　▼電池は取り外し
てください。　▼家電リサイクル法対象機器（テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機）や今回の
回収品目以外は回収できません。▼回収した小型家電は返却できません。　

※お問い合わせ先　住民税務課住民Ｇ　☎６６２-２１１３

　
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
キ
ャ
ッ
プ

を
取
っ
て
出
し
ま
し
ょ
う

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
税
務
課
住
民
Ｇ
☎
６
６
２
‐
２
１
１
３

　
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
キ
ャ
ッ
プ
が
つ
い
た
ま

ま
で
出
さ
れ
る
と
リ
サ
イ
ク
ル
の
障
害
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
中
山
町
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
処
理
す
る
立

谷
川
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
で
調
査
し
た
と

こ
ろ
、
キ
ャ
ッ
プ
の
付
い
て
い
る
も
の
が
全

体
の
７
・
85
％
、
水
洗
い
さ
れ
て
な
い
も
の

や
汚
れ
が
あ
る
も
の
が
全
体
の
11
・
71
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
ル
ー
ル
を
守
る
こ

と
で
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
ス
ム
ー
ズ
に
リ
サ
イ

ク
ル
さ
れ
ま
す
の
で
、
次
の
注
意
点
を
守
っ

て
出
す
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
中
を
軽
く
す
す
い
で
出
し
ま
し
ょ
う
。

◆
キ
ャ
ッ
プ
を
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
」
の
袋

に
入
れ
て
出
し
ま
し
ょ
う
。

◆
袋
に
た
く
さ
ん
入
る
よ
う
に
、
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
を
踏
み
つ
ぶ
し
て
出
し
ま
し
ょ
う
。　

●
日
時　
９
月
24
日（
水
）午
前
10
時
～
午
後

３
時（
弁
護
士
相
談
は
午
後
１
時
30
分
～
３
時
）

●
会
場　
中
央
公
民
館
第
１
研
修
室

●
相
談
員　
町
心
配
ご
と
相
談
員
、
人
権
擁

護
委
員
、
行
政
相
談
委
員
、
町
顧
問
弁

護
士

●
受
付
内
容　
心
配
ご
と
（
生
計
、
福
祉
、

家
族
、
健
康
、
年
金
等
）、
人
権
に
関
す

る
こ
と
、
行
政
に
関
す
る
こ
と
（
行
政

機
関
や
独
立
行
政
法
人
等
の
業
務
へ
の

苦
情・要
望
）、
法
律
相
談
（
財
産
、
相
続
、

金
銭
、
土
地
、
貸
借
、
離
婚
等
）

●
相
談
料　
無
料

◆
弁
護
士
へ
の
相
談
の
み
予
約
制
で
す
の
で
、

電
話
で
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

一
日
合
同
相
談
所
を
開
設

し
ま
す

※
ご
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
中
山
町
社
会
福
祉
協
議
会
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４
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６
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※ 税額に変更のある方については９月12日（金）
に変更の通知を発送します。お手元に届いた
方は内容をご確認のうえ納付してください。

※お問い合わせ先
　住民税務課税務Ｇ　☎６６２-２１１２※お問い合わせ先　総務企画課企画財政Ｇ　☎６６２-４２７１

　町営バス利用に関するアンケート調査を実施します
　今後の町営バスがより効率的で利便性の高い公共交通となるよう見直し検討を実施してい
ます。検討に当たり、高校生の通学時の利用実態等を把握し今後の展望に役立てていくため
のアンケートを実施しますので、調査表が届いた際は趣旨をご理解いただきご協力くださる
ようお願いします。ご回答いただいた内容は統計的に処理し、本調査の目的以外に使用する
ことはありません。
   ●調 査 対 象 者　平成８年４月２日から平成11年４月１日までに生まれた町内在住の方
   ●調査回答期限　９月30日（火）まで投函してください。

変更

土橋東（玉昌寺前）
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